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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字板の開口内に導光式の指針の基部側の円形環状の指針キャップ部分が配置され、該
文字板の裏面から該指針キャップ部分の裏側にかけて環状の遮光リングが配設され、該遮
光リングは、該裏面に接する大径な鍔部と、該裏側に位置して該指針キャップ部分よりも
小径な筒部とを有し、該小径な筒部の内側に該指針の導光基部が位置し、
　該遮光リングが、該大径な鍔部に続く大径な筒部と、該大径な筒部に屈曲部を介して続
く内鍔部と、該内鍔部に続く前記小径な筒部とで成り、該内鍔部が該指針キャップ部分の
裏側の端部に対向して位置したことを特徴とする指針計器。
【請求項２】
　文字板の開口内に導光式の指針の基部側の円形環状の指針キャップ部分が配置され、該
文字板の裏面から該指針キャップ部分の裏側にかけて環状の遮光リングが配設され、該遮
光リングは、該裏面に接する大径な鍔部と、該裏側に位置して該指針キャップ部分よりも
小径な筒部とを有し、該小径な筒部の内側に該指針の導光基部が位置し、
　該大径な鍔部がケースの段部で支持され、該大径な鍔部と該ケースとの表面が前記文字
板の裏面に接着固定されたことを特徴とする指針計器。
【請求項３】
　文字板に絞り凹部が形成され、導光式の指針の基部側の円形環状の指針キャップ部分が
該絞り凹部内に配置され、該絞り凹部が該文字板の平板部から屈曲して続く環状壁と、該
環状壁から内向きに屈曲して続く鍔壁とで成り、該鍔壁が該指針キャップ部分よりも小径
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な内径部を有して、該指針キャップ部分の裏側に対向して位置し、該内径部内に該指針の
導光基部が位置し、
　筒部と該筒部の外周側の鍔部とで成る遮光リングを備え、前記鍔壁の内径部内に該筒部
が進入し、該鍔部が該鍔壁の裏面に接し、該筒部の内側に前記導光基部が位置したことを
特徴とする指針計器。
【請求項４】
　前記鍔部がケースの段部で支持され、該鍔部に前記鍔壁が接着され、前記文字板の裏面
に該ケースの表面が接着されたことを特徴とする請求項３記載の指針計器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字板の孔部を貫通した指針の軸部側からの照明用の光漏れを遮光部で防い
だ指針計器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車のスピードメータやタコメータ等といった指針計器において、指針を駆動
するための開口を文字板に設けることに伴う、外部への光漏れ等を防ぐために、種々の構
造の指針計器が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、導光材の指針本体を鞘状の指針キャップで覆って指針を構成
し、指針の軸状の基部を文字板と同一色の二つ割の円形キャップで挟み、円形キャップを
文字板の円形の開口内に配置し、計器奥側の配線板に光源を配置し、光源の照射光を指針
の基部から導光させる構成の計器装置（指針計器）が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、文字板の円形の開口の内周縁に光漏れ防止リングを配設し、開
口に指針の軸部を貫通させて駆動装置の軸に嵌合させた構成の計器装置（指針計器）が記
載されている。
【０００５】
　また、特許文献３には、文字板の円形の開口内に黒色の円錐状のセンタプレートを配設
し、センタプレートの中央の筒部内でムーブメントの軸部と指針の軸部とを嵌合させ、筒
部の開口を指針の遮光キャップで覆った構成の指針計器が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１３９１４９号公報（図１～図３）
【特許文献２】特開２００４－２２６２４８号公報（図１，図２）
【特許文献３】特開２００６－１５３８２１号公報（図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の特許文献１に記載された指針計器にあっては、二つ割のキャ
ップ間の接合ガタ等で隙間を生じた場合に、光源からの光が外部に漏れ兼ねないという懸
念があった。
【０００８】
　また、特許文献２に記載された指針計器にあっては、指針の軸状の基部を光漏れ防止リ
ングを貫通させて文字板の表面側（運転者側）に突出させているために、指針と文字板の
一体感を演出しにくいという懸念があった。
【０００９】
　また、特許文献３に記載された指針計器にあっては、円錐状のセンタプレートの外周縁
で文字板の開口周縁を外側から押さえているために、指針軸周辺に別部材があることが視
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認されやすく、一体感を損ない兼ねないという懸念があった。
【００１０】
　本発明は、上記した点に鑑み、計器内部の光源からの光を文字板の開口から露光させる
ことを防ぎ、しかも指針と文字板の一体感を高めることのできる指針計器を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係る指針計器は、文字板の開口内に導
光式の指針の基部側の円形環状の指針キャップ部分が配置され、該文字板の裏面から該指
針キャップ部分の裏側にかけて環状の遮光リングが配設され、該遮光リングは、該裏面に
接する大径な鍔部と、該裏側に位置して該指針キャップ部分よりも小径な筒部とを有し、
該小径な筒部の内側に該指針の導光基部が位置し、該遮光リングが、該大径な鍔部に続く
大径な筒部と、該大径な筒部に屈曲部を介して続く内鍔部と、該内鍔部に続く前記小径な
筒部とで成り、該内鍔部が該指針キャップ部分の裏側の端部に対向して位置したことを特
徴とする。
【００１２】
　上記構成により、遮光リングが文字板の開口と指針キャップ部分との間の隙間から計器
内部への表側からの視線を遮断して、計器内の光源から指針の導光基部への光路からの光
漏れを防ぎ、且つ文字板の表側から該隙間を経て計器内の構造物が見えることを防ぐと共
に、指針キャップ部分と開口縁との段差感をなくして、指針と文字板との一体感を高める
。遮光リングが文字板の裏側に配置され、文字板の表面上にないので、指針と文字板との
一体感が高まる。遮光リングの鍔部は遮光リングを文字板の裏面に安定に支持させ、筒部
は導光基部から径方向外側への光の拡散を防止する。指針は計器内の光源から導光部材と
指針の導光基部とを経た反射光で発光する。遮光リングは黒色であることが好ましい。
【００１４】
　また、遮光リングの底部である内鍔部が文字板の開口と指針キャップ部分との間の隙間
への表側からの視線を遮り、計器内の構造物が見えるのを防ぐ。屈曲部は折れ曲がり部で
はなく湾曲状に屈曲したものであることが折れ曲がり（エッジ）の視認を防ぐ上で好まし
い。
【００１５】
　請求項２に係る指針計器は、文字板の開口内に導光式の指針の基部側の円形環状の指針
キャップ部分が配置され、該文字板の裏面から該指針キャップ部分の裏側にかけて環状の
遮光リングが配設され、該遮光リングは、該裏面に接する大径な鍔部と、該裏側に位置し
て該指針キャップ部分よりも小径な筒部とを有し、該小径な筒部の内側に該指針の導光基
部が位置し、該大径な鍔部がケースの段部で支持され、該大径な鍔部と該ケースとの表面
が前記文字板の裏面に接着固定されたことを特徴とする。
【００１６】
　上記構成により、遮光リングが文字板の開口と指針キャップ部分との間の隙間から計器
内部への表側からの視線を遮断して、計器内の光源から指針の導光基部への光路からの光
漏れを防ぎ、且つ文字板の表側から該隙間を経て計器内の構造物が見えることを防ぐと共
に、指針キャップ部分と開口縁との段差感をなくして、指針と文字板との一体感を高める
。遮光リングが文字板の裏側に配置され、文字板の表面上にないので、指針と文字板との
一体感が高まる。遮光リングの鍔部は遮光リングを文字板の裏面に安定に支持させ、筒部
は導光基部から径方向外側への光の拡散を防止する。指針は計器内の光源から導光部材と
指針の導光基部とを経た反射光で発光する。遮光リングは黒色であることが好ましい。
　また、大径な鍔部が文字板とケースの段部とで挟持され、且つ大径な鍔部が文字板に接
着固定されると同時に、ケースの表面（表面側の部分的な壁部）が文字板に接着固定され
る。
【００１７】
　請求項３に係る指針計器は、文字板に絞り凹部が形成され、導光式の指針の基部側の円
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形環状の指針キャップ部分が該絞り凹部内に配置され、該絞り凹部が該文字板の平板部か
ら屈曲して続く環状壁と、該環状壁から内向きに屈曲して続く鍔壁とで成り、該鍔壁が該
指針キャップ部分よりも小径な内径部を有して、該指針キャップ部分の裏側に対向して位
置し、該内径部内に該指針の導光基部が位置し、筒部と該筒部の外周側の鍔部とで成る遮
光リングを備え、前記鍔壁の内径部内に該筒部が進入し、該鍔部が該鍔壁の裏面に接し、
該筒部の内側に前記導光基部が位置したことを特徴とする。
【００１８】
　上記構成により、文字板の絞り凹部の鍔壁が絞り凹部の環状壁と指針キャップ部分との
間の隙間から計器内部への表側からの視線を遮断して、計器内の光源から指針の導光基部
への光路からの光漏れを防ぎ、且つ文字板の表側から該隙間を経て計器内の構造物が見え
ることを防ぐ。文字板とその絞り凹部とは一体で同色であるので、指針キャップ部分と開
口縁との段差感がなくなり、指針と文字板との一体感が高まる。指針は計器内の光源から
導光部材と指針の導光基部とを経た反射光で発光する。
【００２０】
　また、指針導光基部からの光が鍔部に加えて遮光リングの筒部で遮られ、遮光性が高ま
る。
【００２１】
　請求項４に係る指針計器は、請求項３記載の指針計器において、前記鍔部がケースの段
部で支持され、該鍔部に前記鍔壁が接着され、前記文字板の裏面に該ケースの表面が接着
されたことを特徴とする。
【００２２】
　上記構成により、遮光リングの鍔部が絞り凹部の鍔壁とケースの段部とで挟持され、且
つ鍔部が鍔壁に接着固定され、ケースの表面（表面側の部分的な壁部）が文字板に接着固
定される。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１記載の発明によれば、文字板の裏側に遮光リングを配置したことで、計器内の
光を文字板の開口から外部に漏光させることを確実に防ぎ、しかも指針キャップ部分と開
口縁との段差感をなくして、指針と文字板の一体感を高めることができ、これにより計器
の視認フィーリングを向上させることができる。
【００２４】
　また、遮光リングの内鍔部が底部となって文字板の開口と指針キャップ部分との間の隙
間への表側からの視線を確実に遮って、光漏れと計器内構造物の見えを一層確実に防ぐこ
とができる。
【００２５】
　請求項２記載の発明によれば、文字板の裏側に遮光リングを配置したことで、計器内の
光を文字板の開口から外部に漏光させることを確実に防ぎ、しかも指針キャップ部分と開
口縁との段差感をなくして、指針と文字板の一体感を高めることができ、これにより計器
の視認フィーリングを向上させることができる。
　また、鍔部を文字板とケースの段部との間に挟んだ状態で、鍔部とケースとを文字板に
接着することで、遮光リングをしっかりと安定に固定することができる。
【００２６】
　請求項３記載の発明によれば、指針の指針キャップ部分を収容する絞り凹部を文字板と
一体に形成したことで、計器内の光を文字板の外部に漏光させることを確実に防ぎ、しか
も文字板と絞り凹部とを同色として色差や段差感をなくして、指針と文字板の一体感を高
めることができ、これにより計器の視認フィーリングを向上させることができる。
【００２７】
　また、指針導光基部からの放射光を絞り凹部の鍔部に加えて遮光リングの筒部で遮るこ
とで、光漏れを一層確実に防ぐことができる。
【００２８】
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　請求項４記載の発明によれば、遮光リングの鍔部を絞り凹部の鍔壁とケースの段部との
間に挟んだ状態で、鍔部と鍔壁とを接着することで、遮光リングをしっかりと安定に固定
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る指針計器の第一の実施形態の概要例を示す、（ａ）は断面図、（ｂ
）は要部正面図である。
【図２】同じく指針計器の内部部品の固定構造の一形態を示す断面図である。
【図３】同じく指針計器の詳細例を示す、（ａ）は指針の正面図、（ｂ）は指針計器の断
面図（円内は拡大図）である。
【図４】本発明に係る指針計器の第二の実施形態の概要例を示す、（ａ）は要部断面図、
（ｂ）は指針の正面図である。
【図５】同じく指針計器の詳細例を示す、（ａ）は指針の正面図、（ｂ）は指針計器の断
面図（円内は拡大図）である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１～図３は、本発明に係る指針計器の第一の実施形態を示すものである。図１，図２
は指針計器の概要例、図３は同じく指針計器の詳細例をそれぞれ示している。
【００３１】
　図１（ａ）の如く、この指針計器１は、文字板２の円形の開口（孔部）３内に指針４の
基部側の円形環状の指針キャップ部分５を配置し、文字板２の裏面２ａ側に遮光リング６
を配置し、遮光リング６の裏側にケース７を配置し、ケース７の奥（裏）側の端部８を回
路板９に当接させ、回路板９の裏面側にムーブメント（駆動部）１０を配置し、ムーブメ
ント１０の軸部１１を回路板９に貫通させて指針４の基部側の指針キャップ部分５の中央
の軸部２９に連結固定させて、計器主要部を構成させたものである。
【００３２】
　文字板２はＰＣ（ポリカーボネート）等の有色不透明（例えば白）な合成樹脂製のシー
トで形成され、遮光リング６はＰＯＭ（ポリアセタール）等の黒色の合成樹脂材の射出成
型で形成される。遮光リング６は、文字板２の裏面２ａに接する大径な外鍔部１２と、外
鍔部１２に直交する大径な筒部１３と、筒部１３から内向きの屈曲部１４を介して続く小
径な内鍔部１５と、内鍔部１５に直交して内鍔部１５の表裏（前後）に突出して設けられ
た小径な筒部１６とで構成されている。
【００３３】
　外鍔部１２の内端１２ａは文字板２の開口３よりも少し径方向外側に位置し、開口３と
指針キャップ部分５との間に隙間１７があけられ、大径な筒部１３は開口３よりも少し大
径に形成され、内鍔部１５が指針キャップ部分５の外周面よりも径方向内向きに突出し、
小径な筒部１６が指針キャップ部分５よりも小径に形成されて、指針キャップ部分５の裏
側に対向して位置している。すなわち、黒色の遮光リング６の内鍔部１５が正面視で（運
転者が見た際に）開口３と指針キャップ部分５との間の隙間１７を見えないようにして、
運転者による隙間１７の後方の構造物の目視を防ぎ、小径な筒部１６が回路板９の表面の
光源（図示せず）から開口３への漏光を防ぐ。
【００３４】
　ケース７は、遮光リング６の外鍔部１２の径方向外側に位置する第一の鍔壁１８と、第
一の鍔壁１８に段差部１９ａを介して続き、外鍔部１２の裏側に位置する第二の鍔壁１９
と、第二の鍔壁１９から遮光リング６の大径な筒部１３に沿う壁部２０と、屈曲部１４と
内鍔部１５とに沿う各壁部２１，２２と、小径な鍔部１６の後半部分１６ａに沿って回路
板９に当接する壁部８とを有している。文字板２と遮光リング６とケース７とは相互に接
着材等で固定されている。
【００３５】
　図１（ｂ）の正面図の如く、指針４の棒状の指針主体部（符号４で代用）の幅方向中央
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に透明な導光材で成る指針本体２３が位置し、指針本体２３の外側に鞘状の指針キャップ
２４が被せられ、指針キャップ２４の基部側の円形の指針キャップ部分５が文字板２の開
口３内に進入して位置し、指針キャップ部分５と開口３との間の隙間１７が遮光リング６
の内鍔部１５によって正面視で黒色に目視される。
【００３６】
　図２は図１とは少し相違しているが、主に文字板２と遮光リング６とケース７との固定
構造の一例を示すものである。図１と同様の構成部分には同じ符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００３７】
　文字板２の裏面２ａに接着剤（のり）２５が印刷され、接着剤２５に遮光リング６の外
鍔部１２とケース７の第一の鍔壁１８とが接着固定されている。また、遮光リング６の外
鍔部１２の裏面に可撓性の係止壁２６が垂設され、係止壁２６は先端外側に爪部２６ａを
有し、係止壁２６がケース７の第二の鍔壁１９の孔部２７を貫通して、孔部２７に続く突
出壁２８に沿って（接して）位置し、爪部（係止部）２６ａが突出壁２８の先端面（係合
部）２８ａに係合して固定されている。
【００３８】
　外鍔部１２はケース７の段部１９ａにおいて内鍔部１９の表面で支持されている。図２
の例の遮光リング６の大径な筒部１３は後端に向かうにつれて漸次小径になるようにテー
パ状に形成されている。大径な筒部１３は短い内鍔部１５を経て小径な筒部１６に続いて
いる。図２で、符号４は指針、５はその円形環状の指針キャップ部分をそれぞれ示してい
る。
【００３９】
　図３（ａ）（ｂ）の如く、指針４は内側の透明樹脂製の指針本体２３と、外側の指針キ
ャップ２４とで成り、指針キャップ２４は鞘部（符号２４で代用）にスリット（符号２３
で代用）、基部側に円形環状の指針キャップ部分５をそれぞれ有している。
【００４０】
　図３（ｂ）の如く、指針キャップ部分５の中央に円筒状の軸部２９が設けられ、軸部２
９内に回路板９側のムーブメント１０の軸部１１が嵌合固定されている。指針本体２３の
基部は、傾斜面２３ａと、傾斜面２３ａに交差して軸部２９と平行な突出部（導光基部）
２３ｂとを有し、突出部２３ｂの先端（後端）は、軸部２９の周囲で回路板９上の光源（
ＬＥＤ）３０の前方に延びた筒状の導光部材３１に近接している。「前」とは運転者寄り
の方向であり、車両の前とは逆の方向である。
【００４１】
　棒状の指針主体部（鞘部側の部分２４）の裏側に文字板２が位置し、文字板２の円形の
開口３内に指針キャップ部分５が収容配置され、指針キャップ部分５の円形の正面壁５ａ
は文字板２よりも少し前に位置し、指針キャップ部分５の後端５ｃは開口３内に深く進入
している。指針キャップ部分５の環状の周壁５ｂの径方向外側で文字板２の裏側に黒色樹
脂製の遮光リング６が配置されている。
【００４２】
　遮光リング６は、文字板２の裏面２ａに接した（接着された）大径な外鍔部（鍔部）１
２と、外鍔部１２に続く大径な筒部１３と、大径な筒部１３から湾曲状に屈曲した円弧状
の屈曲部１４と、屈曲部１４に続く小径な内鍔部１５と、内鍔部１５に直交して続く小径
な筒部１６とで構成されている。
【００４３】
　小径な筒部１６は後端に向かうにつれて漸次縮径するように少しテーパ状に傾斜してい
る。屈曲部１４は湾曲形状であるので、開口３の外側から目視した際に折れ曲がり線がな
く目立たない。小径な内鍔部１５は指針キャップ部分５の径方向内側に位置し、小径な筒
部１６の内面は指針本体２３の突出部２３ｂに接近し、筒部１６の後端１６ａは突出部２
３ｂの後端と同一面上に位置し、且つ後方に近接した筒状の導光部材３１の前端面３１ａ
よりも大径である。小径な筒部１６の前端部（表側の端部）１６ｂは指針キャップ部分５
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の内側空間３７に進入している。
【００４４】
　遮光リング６の径方向外側に沿って有色な（光を反射させるために白色が好ましい）合
成樹脂製のケース７が略階段状に位置し（階段状の部分を符号３２で示す）、ケース７の
正面側の前壁１８の表面が外鍔部１２の径方向外側で文字板２の裏面２ａに接着され、ケ
ース７の前側の段部１９ａに遮光リング６の外鍔部１２が当接して、文字板２と段部１９
ａとで外鍔部１２を挟んでしっかりと固定している。
【００４５】
　ケース７の段部１９ａから後方に続くテーパ環状の脚壁８と、脚壁８の外側で前壁１８
から後方に延びたテーパ環状の脚壁３３との各後端が回路板９に接している。各脚壁８，
３３の内側に透明樹脂製の各導光部材３１，３４が配置され、図３で右側の導光部材３４
’の前端は文字板２の表示部３５に続き、左側の導光部材３４は傾斜面３４ａを経て直交
して文字板２の裏面２ａに沿って延長されて文字板２上の目盛り３６に一体に続いている
。図３で符号３０，３０’は各光源（ＬＥＤ）を示す。本例の指針計器１は自動車のタコ
メータであるが、図３の指針計器１の内部構造をスピードメータ等に適用することも可能
である。
【００４６】
　文字板２の裏側に遮光リング６を配置し、文字板２上に遮光リング６がないので、指針
４と文字板２との一体感が高められている。また、遮光リング６を接着剤２５（図２）で
文字板２の裏面２ａに接着固定したことで、文字板２の表面２ｂにビス等が露出すること
がなく、指針４と文字板２との一体感が高められると共に、遮光リング６の固定作業が容
易化する。これは文字板２に接着したケース７においても同様である。
【００４７】
　そして、遮光リング６の内鍔部１５と小径な筒部１６とが円形の指針キャップ部分５よ
りも小径に形成され、且つ内側の導光部材３１よりも大径に形成されたことで、内鍔部１
５と筒部１６とが遮光部として作用し、導光部材３１からの光が文字板２の開口３から外
側に漏れることが確実に防止され、黒色の遮光リング６が開口３内を暗くして、運転者が
開口３内を目視することができなくなり、指針キャップ部分５と文字板２との段差感がな
くなって、文字板２と指針４との一体感が高まる。
【００４８】
　なお、上記第一の実施形態においては、図２の如く、遮光リング６を接着剤２５と係止
手段２６ａ，２８ａとで文字板２とケース７とに固定させたが、これらの固定を接着剤２
５のみ又は係止手段のみで行わせることも可能である。係止手段は上記以外に種々の形態
を適宜使用可能である。また、遮光リング６を文字板支えと呼称することも可能である。
遮光リング６は文字板を裏側から支えているからである。
【００４９】
　図４～図５は、本発明に係る指針計器の第二の実施形態を示すものである。図４は指針
計器の概要例、図５は同じく指針計器の詳細例をそれぞれ示している。
【００５０】
　図４（ａ）の如く、この指針計器４１は、指針４の基部側の円形環状の指針キャップ部
分５を文字板４２の絞り凹部４３の内側に収容し、絞り凹部４３の中央の円形の孔部（開
口ないし内径部）４４を指針キャップ部分５よりも小径に形成し、絞り凹部４３の裏側に
遮光リング（文字板支持部材）４５の、孔部４４よりも小径な内径の筒部４６を配設し、
文字板４２の裏面４２ａから遮光リング４５の外側の鍔部４７の裏面に沿ってケース７を
配置し、ケース７の奥側端８を回路板９に当接させ、回路板９の裏面側にムーブメント（
駆動部）１０を配置し、ムーブメント１０の軸部１１を回路板９に貫通させて指針４の基
部側の指針キャップ部分５の中央の軸部２９に連結固定させて、計器主要部を構成させた
ものである。
【００５１】
　文字板４２はＰＣシート等で有色不透明に形成され、目盛り等を設ける平板部４８と、
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平板部４８の略中央に一体に設けられた絞り凹部４３とで成り、絞り凹部４３は絞り部と
も呼称され、平板部４８に直交して後方に続く環状壁（環状部）４９と、環状壁４９から
直交して内向きに縮径方向に続く鍔壁（鍔部）５０とで構成されている。鍔壁５０の内側
に円形の孔部（内径部）４４が形成されている。平板部４８と環状壁４９との交差部は小
径な湾曲部５１で成り、環状壁４９と鍔壁５０との交差部は大径な湾曲部５２で成る。
【００５２】
　環状壁４９の内側に凹部空間５３が形成されている。凹部空間５３内に指針キャップ部
分５が位置し、文字板４２の延長面上に指針キャップ部分５の上半部が位置し、環状壁４
９の内周面と指針キャップ部分５の外周面との間に隙間（符号５３で代用）が位置し、鍔
壁５０の内周縁は指針キャップ５の後端５ｃに隙間を存して対向して位置する。
【００５３】
　遮光リング４５は、円板状の鍔部４７と、鍔部４７の内径側に直交して前後に突出した
筒部４６とで構成されている。絞り凹部４３の鍔壁５０の裏面に円板状の鍔部４７の径方
向中間部の表面が接着固定され、鍔部４７の内径側は鍔壁５０よりも径方向内側に突出し
、筒部４６が孔部４４内に同心に進入し、筒部４６の前半の端部（表側の端部）４６ａが
指針キャップ部分５の後端５ｃに近接ないし後端５ｃから内側に進入している。筒部４６
の中央に指針４の軸部２９が貫通して位置している。
【００５４】
　ケース７は、図１の例と同様に、文字板４２の裏面４２ａに接着された第一の鍔壁１８
と、鍔壁１８に段部を介して続く第二の鍔壁１９と、鍔壁１９に直交して後方へ傾斜状に
続く壁部２１と、傾斜状の壁部２１から遮光リング４５の鍔部４７の裏面に沿って続く段
差状の壁部２２と、壁部２２から後方に続き、回路板９に当接する壁部８とを有している
。第一と第二の鍔壁１８，１９は段差なく一つの鍔壁として続いていてもよい。段差状の
壁部２２は遮光リング４５の鍔部４７を支持する。
【００５５】
　図４（ｂ）の如く、指針４の棒状の指針主体部（符号４で代用）の幅方向中央に透明な
導光材で成る指針本体２３が位置し、指針本体２３の外側に鞘状の指針キャップ２４が被
せられ、指針キャップ２４の基部側の円形の指針キャップ部分５が文字板４２の絞り凹部
４３内に位置し、指針キャップ部分５の外周と絞り凹部４３の環状壁４９との間に正面視
で（運転者の目視で）絞り凹部４３の底部側の鍔壁５０が文字板４２と同色に見えている
。符号５１は文字板４２の平板部４８と環状壁４９との湾曲状の交差部を示している。
【００５６】
　詳細例の図５（ａ）（ｂ）における指針４やケース７や回路板９やムーブメント１０や
導光部材３１，３４等は図３におけると同じであるので、同じ符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００５７】
　図５（ｂ）の如く、文字板４２の絞り凹部４３の内側に指針の円形環状の指針キャップ
部分５が配置され、文字板４２の平板部４８よりも少し前方に指針キャップ部分５の正面
壁５ａが位置し、指針キャップ部分５の環状の周壁５ｂは絞り凹部４３の環状壁４９と隙
間５３を存して略平行に位置し（型抜きの関係で環状壁４９は後端に向かうにつれて若干
テーパ状に縮径されている）、指針キャップ部分５の後端５ｃの後方に隙間を存して絞り
凹部４３の底部である鍔壁５０が対向して位置し、鍔壁５０の内周端５０ａは指針キャッ
プ部分５の周壁５ｂよりも径方向内側に突出して位置している。
【００５８】
　さらに、筒部４６と外側の鍔部４７とで成る遮光リング４５の外側の鍔部４７が絞り凹
部４３の鍔壁５０の裏面に接着固定され、鍔部４７の内側に一体に続く筒部４６の前半部
（表側の端部）４６ａが絞り凹部４３の鍔部５０の内側の孔部４４内に進入しつつ、指針
キャップ部分５の内側空間３７に進入し、指針キャップ部分５の環状壁５ｂの内周面に筒
部４６の前半部４６ａの外周面が隙間５４を存して対向している。遮光リング４５の鍔部
４７は外周縁に直交して後方に折れ曲がった部分４７ａを有し、鍔部４７と鍔壁５０とが
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接着剤で固定され、この折れ曲がり部分４７ａの後端が白色樹脂製のケース７の段部２２
に当接し、鍔壁５０と段部２２との間に鍔壁４７が挟持されている。
【００５９】
　ケース７の段部２２は傾斜状の脚壁８の前部に形成され、脚壁８は前壁（正面壁）１８
から後方に延び、前壁１８の表面が文字板４２の裏面に接着剤で固定され、脚壁８の後端
は回路板（配線板）９に当接し、環状の脚壁８の中央に筒状の導光部材３１が位置し、導
光部材３１の前端面の前方に近接して透明な指針本体２３の基部側の突出部（導光基部）
２３ｂの後端面が対向し、環状の脚壁８から遮光リング４５の筒部４６の中央を貫通して
指針キャップ２４の軸部２９が位置し、突出部２３ｂは筒部４６を貫通し、導光部材３１
よりも筒部４６が大径に形成され、軸部２９は回路板９側のモーブメント１０の軸部１１
に連結されている。
【００６０】
　図５で、符号３４，３４’は導光部材、３６は導光部材と一体の目盛り、４２は表示部
、３０，３０’はＬＥＤをそれぞれ示している。指針４は、図示しない前面透過カバーと
上下左右の見返し板で覆われ、回路板９の裏側には図示しない樹脂製のカバーが装着され
てケース７に接合される。これは図３の例でも同様である。
【００６１】
　文字板４２の絞り凹部４３は文字板４２の樹脂成形時に絞り加工で同時に簡単に低コス
トで形成される。絞り凹部４３の深さは指針キャップ部分５の形状に応じて図５の例より
も浅くすることも可能である。
【００６２】
　文字板４２の平板部４８の色と絞り凹部４３の色とが同一であるので、平板部４８と絞
り凹部４３内の色差や段差感がなくなり、文字板４２の表面（盤面）と指針４との一体感
が高まる。また、絞り凹部４３の底部の鍔部５０が遮光壁として作用し、それと併せて遮
光リング４５の特に筒部４６が遮光壁として作用して、導光部材３１からの光が指針キャ
ップ部分５の外側に漏れること（露光）が確実に防止される。遮光リング４５を用いずに
絞り凹部４３の底部の鍔部５０のみを用いた場合でも遮光効果は発揮される。
【００６３】
　なお、上記第二の実施形態においては、遮光リング４５を接着剤で文字板４２の絞り凹
部４３に固定したが、接着剤ではなく係止爪等の係止手段で絞り凹部４３又はケース７の
係合部（図示せず）に固定することも可能である。また、遮光リング４５を文字板支えと
呼称することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明に係る指針計器は、文字板を貫通した指針の基部からの光漏れを防ぐと共に、指
針と文字板の一体感を高めて優れたメータ意匠を提供するために利用することができる。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　指針計器
　２　　　文字板
　２ａ　　裏面
　３　　　開口
　４　　　指針
　５　　　指針キャップ部分
　５ｃ　　後端部（裏側の端部）
　６　　　遮光リング
　７　　　ケース
　１２　　大径な鍔部
　１３　　大径な筒部
　１４　　屈曲部
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　１５　　内鍔部
　１６　　小径な筒部
　１６ｂ　前端部（表側の端部）
　１９ａ　段部
　２２　　段部
　２３ｂ　導光基部
　４１　　指針計器
　４２　　文字板
　４３　　絞り凹部
　４５　　遮光リング
　４６　　筒部
　４６ａ　前端部（表側の端部）
　４７　　鍔部
　４８　　平板部
　４９　　環状壁
　５０　　鍔壁
　５０ａ　内径部

【図１】

【図２】

【図３】
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